
１． 指名停止措置業者名及び住所

２． 指名停止措置期間

から

まで （５ヶ月）

３． 指名停止措置の範囲

東北運輸局管轄区域（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県）

４． 事実概要及び指名停止措置理由

５． 競争参加資格の種類

（建設業法違反行為） 　

13

　

期間措置要件

　株式会社阿部工務店は、少なくとも過去５年間において、負債額等
の数値を偽った決算書を作成し、その数値を用いて経営事項審査の申
請を行った。当該虚偽申請に基づいて得た経営事項審査結果通知書を
用いて、宮城県の入札参加資格を得たことが、建設業法第２８条第１
項第２号に該当するとして、令和５年１２月２２日、建設業許可部局
である宮城県知事から監督処分（営業停止４５日間）を受けた。ま
た、同法第１１条第２項に規定する書類に、事実と異なる負債額等虚
偽の内容を記載し提出したことが、同条に違反し第２８条第１項に該
当するとして、同日、建設業許可部局である宮城県知事から監督処分
（指示処分）を受けた。
　これは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第２第
１３号（建設業法違反）に該当する。

（指名停止措置要領別表第２）

　当該部局が所管する区域内において、建設業法（昭和24
年法律第100号）の規定に違反し、工事の請負契約の相手方
として不適当であると認められるとき（次号に掲げる場合
を除く。）。

当該認定をした日から
１ヵ月以上９ヵ月以内

指名停止措置の概要

株式会社　阿部工務店

宮城県亘理郡亘理町荒浜字水神６２

令 和 ６ 年 ２ 月 ９ 日

令 和 ６ 年 ７ 月 ８ 日

建設



１． 指名停止措置業者名及び住所

２． 指名停止措置期間

から

まで （４ヶ月）

３． 指名停止措置の範囲

東北運輸局管轄区域（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県）

４． 事実概要及び指名停止措置理由

５． 競争参加資格の種類

（建設業法違反行為） 　

13

　

期間措置要件

　蜂谷工業（株）は、令和５年１１月２８日、経営事項審査におい
て、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行
うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公
共発注者がその結果を複数年度の資格審査に用いたことが、建設業法
第２８条第１項第２号に該当すると認められるとして、中国地方整備
局長より監督処分（営業停止４５日間）を受けた。
　これは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第２第
１３号（建設業法違反）に該当する。

（指名停止措置要領別表第２）

　当該部局が所管する区域内において、建設業法（昭和24
年法律第100号）の規定に違反し、工事の請負契約の相手方
として不適当であると認められるとき（次号に掲げる場合
を除く。）。

当該認定をした日から
１ヵ月以上９ヵ月以内

指名停止措置の概要

蜂谷工業　株式会社

岡山県岡山市北区鹿田町１－３－１６

令 和 ６ 年 １ 月 ３ １ 日

令 和 ６ 年 ５ 月 ３ ０ 日

建設・物品役務



１． 指名停止措置業者名及び住所

２． 指名停止措置期間

から

まで （１ヶ月）

３． 指名停止措置の範囲

東北運輸局管轄区域（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県）

４． 事実概要及び指名停止措置理由

５． 競争参加資格の種類

（公契約関係競売等妨害又は談合） 　

8

　

期間措置要件

　（株）麦島建設の長野営業所長は、長野県木曽郡南木曽町の教育委
員会が令和３年７月に行った、妻籠町並み交流センターの建設工事の
指名競争入札をめぐり、同町の職員から最低制限価格を聞き取り落札
し、公正な入札を妨害したとして、令和５年１１月９日、木曽福島簡
易裁判所に略式起訴され、同１１月２１日までに罰金５０万円の略式
命令を受けた。
　これは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第２第
８号ロ（公契約関係競売等妨害又は談合）に該当する。

（指名停止措置要領別表第２）

　次のイ又はロに掲げる者が締結した請負契約に係る工事
に関し、一般役員等又は使用人（使用人においてはイに掲
げる場合に限る。）が公契約関係競売等妨害又は談合の容
疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された
とき（第12号に掲げる場合を除く。）。
イ　当該部局の所管する区域内の他の公共機関の職員
ロ　当該部局の所管する区域外の他の公共機関の職員

逮捕又は公訴を知った
日から

２ヵ月以上12ヵ月以内
１ヵ月以上12ヵ月以内

指名停止措置の概要

株式会社　麦島建設

愛知県名古屋市昭和区鶴舞２－１９－１０

令 和 ６ 年 １ 月 ３ １ 日

令 和 ６ 年 ２ 月 ２ ９ 日

建設



１． 指名停止措置業者名及び住所

２． 指名停止措置期間

から

まで （１ヶ月）

３． 指名停止措置の範囲

東北運輸局管轄区域（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県）

４． 事実概要及び指名停止措置理由

５． 競争参加資格の種類

（公契約関係競売等妨害又は談合） 　

8

　

期間措置要件

　宮崎県串間市が発注した市消防庁舎新築工事における設計業務の入
札をめぐり、株式会社久米設計の九州支社長が、公契約関係競売入札
妨害の容疑で令和５年１１月１６日、宮崎県警に逮捕された。
　これは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第２第
８号ロ（公契約関係競売等妨害又は談合）に該当する。

（指名停止措置要領別表第２）

　次のイ又はロに掲げる者が締結した請負契約に係る工事
に関し、一般役員等又は使用人（使用人においてはイに掲
げる場合に限る。）が公契約関係競売等妨害又は談合の容
疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された
とき（第12号に掲げる場合を除く。）。
イ　当該部局の所管する区域内の他の公共機関の職員
ロ　当該部局の所管する区域外の他の公共機関の職員

逮捕又は公訴を知った
日から

２ヵ月以上12ヵ月以内
１ヵ月以上12ヵ月以内

指名停止措置の概要

株式会社　久米設計

東京都江東区潮見２－１－２２

令 和 ６ 年 １ 月 １ ０ 日

令 和 ６ 年 ２ 月 ９ 日

測量・物品役務



１． 指名停止措置業者名及び住所

２． 指名停止措置期間

から

まで （１ヶ月）

３． 指名停止措置の範囲

東北運輸局管轄区域（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県）

４． 事実概要及び指名停止措置理由

５． 競争参加資格の種類

（公契約関係競売等妨害又は談合） 　

8

　

指名停止措置の概要

株式会社　小野組

新潟県胎内市西栄町２－２３

令和５年１２月１５日

令 和 ６ 年 １ 月 １ ４ 日

建設・物品役務

期間措置要件

　(株)小野組の元常務取締役は、新潟県新発田地域振興局発注の「平
木田柳原地区取水工第１次工事」の入札に関し、同振興局元農村整備
部長が（株）岩村組の顧問に漏洩した情報を元に(株)西奈美組が落札
するよう入札価格を調整し、公正な入札を妨害したとして、令和５年
１０月１１日、公契約関係競売入札妨害容疑で逮捕された。
　これは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第２第
８号ロ（公契約関係競売等妨害又は談合）に該当する。

（指名停止措置要領別表第２）

　次のイ又はロに掲げる者が締結した請負契約に係る工事
に関し、一般役員等又は使用人（使用人においてはイに掲
げる場合に限る。）が公契約関係競売等妨害又は談合の容
疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された
とき（第12号に掲げる場合を除く。）。
イ　当該部局の所管する区域内の他の公共機関の職員
ロ　当該部局の所管する区域外の他の公共機関の職員

逮捕又は公訴を知った
日から

２ヵ月以上12ヵ月以内
１ヵ月以上12ヵ月以内





１． 指名停止措置業者名及び住所

２． 指名停止措置期間

から

まで （１ヶ月）

３． 指名停止措置の範囲

東北運輸局管轄区域（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県）

４． 事実概要及び指名停止措置理由

５． 競争参加資格の種類

物品役務

（贈賄） 　

4

　

期間措置要件

　協和機工株式会社の広島営業所長は、岡山刑務所発注の刑務作業用
の木工製品加工機器に関わる令和４年７月の一般競争入札をめぐり、
同刑務所の職員が漏洩した非公表の予定価格に近い金額の情報を利用
して落札し、謝礼として飲食店で約２万７千円分の接待をした疑いが
あるとして、令和５年９月２７日、贈賄の疑いで岡山県警に逮捕され
た。
　これは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第２第
４号ロ（贈賄）に該当する。

（指名停止措置要領別表第２）

　次のイ又はロに掲げる者が当該部局の所管する区域外の
他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕
され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
イ　代表役員等
ロ　一般役員等

逮捕又は公訴を知った
日から

３ヵ月以上９ヵ月以内
１ヵ月以上３ヵ月以内

指名停止措置の概要

協和機工　株式会社

東京都足立区千住宮元町１番１２号

令和５年１１月１７日

令和５年１２月１６日



１． 指名停止措置業者名及び住所

２． 指名停止措置期間

から

まで （３ヶ月）

３． 指名停止措置の範囲

東北運輸局管轄区域（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県）

４． 事実概要及び指名停止措置理由

５． 競争参加資格の種類

物品役務

（公契約関係競売等妨害又は談合） 　

10

　

指名停止措置の概要

株式会社　アインファーマシーズ 

北海道札幌市白石区東札幌五条２丁目４番３０号

令和５年１０月２０日

令 和 ６ 年 １ 月 １ ９ 日

期間措置要件

　札幌市の総合病院 KKR 札幌医療センターが令和２年に発注した敷
地内薬局の整備事業の入札を巡り、KKR 札幌医療センターの元事務部
長と、(株)アインファーマシーズの代表取締役、取締役が、公契約関
係競売入札妨害容疑で令和５年８月３１日に逮捕された。
　これは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第２第
１０号（公契約関係競売等妨害又は談合）に該当する。

（指名停止措置要領別表第２）

　他の公共機関の職員が締結した請負契約に係る工事に関
し、代表役員等が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑に
より逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき
（第12号に掲げる場合を除く。）。

逮捕又は公訴を知った
日から３ヵ月以上12ヵ
月以内



１． 指名停止措置業者名及び住所

２． 指名停止措置期間

から

まで （５ヶ月）

３． 指名停止措置の範囲

東北運輸局管轄区域（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県）

４． 事実概要及び指名停止措置理由

５． 競争参加資格の種類

建設

（建設業法違反行為） 　

13

　

指名停止措置の概要

西武建設　株式会社

埼玉県所沢市くすのき台１ー１１ー１

令 和 ５ 年 ９ 月 １ １ 日

令 和 ６ 年 ２ 月 １ ０ 日

期間措置要件

  西武建設（株）は、令和５年７月２１日、経営事項審査において、
資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うこ
とにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発
注者がその結果を複数年度の資格審査に用いたことが、建設業法第２
８条第１項第２号に該当すると認められるとして、関東地方整備局長
から監督処分（営業停止４５日間）を受けた。
　これは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第２第
１３号（建設業法違反）に該当する。

（指名停止措置要領別表第２）

　当該部局が所管する区域内において、建設業法（昭和24
年法律第100号）の規定に違反し、工事の請負契約の相手方
として不適当であると認められるとき（次号に掲げる場合
を除く。）。

当該認定をした日から
１ヵ月以上９ヵ月以内



１． 指名停止措置業者名及び住所

２． 指名停止措置期間

から

まで （４ヶ月）

３． 指名停止措置の範囲

東北運輸局管轄区域（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県）

４． 事実概要及び指名停止措置理由

５． 競争参加資格の種類

建設

（公契約関係競売等妨害又は談合） 　

10

　

期間措置要件

　東日本緑化工業の代表取締役は、福島県発注の複数の公共工事の入
札をめぐり、福島県職員から入手した設計金額を他社に教えて一部を
落札させ、入札の公正を害したとして、令和５年６月６日、公契約関
係競売入札妨害の疑いで福島県警に逮捕された。
　これは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第２第
１０号（公契約関係競売等妨害又は談合）に該当する。

（指名停止措置要領別表第２）

　他の公共機関の職員が締結した請負契約に係る工事に関
し、代表役員等が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑に
より逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき
（第12号に掲げる場合を除く。）。

逮捕又は公訴を知った
日から３ヵ月以上12ヵ
月以内

指名停止措置の概要

東日本緑化工業  株式会社　

福島県双葉郡大熊町大字熊字熊町３

令 和 ５ 年 ７ 月 ２ ８ 日

令和５年１１月２７日


